
 

建築物等を設計される方々へお知らせ 

 

現在、建築確認を申請する場合、建築敷地、建築物又は工作物の所在地の市町村を経由し受付を行い県

へ申請しているところですが、平成 25年 9月 2日（月）からはこの事務手続きが廃止されることとなり

ました。 

そのため、建築確認を申請される場合は、直接中南地域県民局の建築主事若しくは民間の建築確認審査

機関へ提出して下さるようお願いします。 

これにより、都市計画等の制限に係る問い合わせは、下記の担当課等に直接お問い合わせ下さい。 

なお、道路種別の判別については、県のホームページ（9 月公開予定）に掲載されることになりますの

で、そちらをご覧いただけるようお願いします。 

 

記 

 

問い合わせ先（平川市 代表０１７２－４４－１１１１） 

都市計画区域等（都市計画道路、市街化・調

整区域、防火・準防火等、用途地域及び容積・

建ぺい率等）に係る制限 

都市計画課 都市計画係 

（内線２２３２・２２３３） 

 

下水道区域の有無 上下水道課 下水道係 

（内線１１２５・１１２６） 

 

屋外広告物設置許可 都市計画課 都市計画係 

（内線２２３２・２２３３） 

 

水路等の行政財産使用許可 

（法定外公共物等） 

土木課 管理係 

（内線２２２４・２２２５） 

 

道路占用許可 土木課 管理係 

（内線２２２４・２２２５） 

 

土砂法警戒危険区域の箇所等 土木課 管理係 

（内線２２２４・２２２５） 

 

急傾斜地崩壊危険区域の箇所等 土木課 管理係 

（内線２２２４・２２２５） 

 

埋没文化財包蔵地等の箇所等 生涯学習課 文化財係 

（代表０１７２－４４－１２２１） 

 

青森県建築基準法施行条例第 4条の適用等 

（がけ地） 

中南地域県民局地域整備部建築指導課 

（代表０１７２－３２－１１３１） 

 

建築基準法第 42 条第 1 項一号道路の種別

（国・県・市道） 

市道：土木課 管理係 

国・県道：県のホームページ 

 



建築基準法第42条第1項二号道路の種別等 

（開発道路等） 

県のホームページ 

平川市 土木課 管理係 

 

建築基準法第42条第1項三号道路の種別等 

（既存道） 

県のホームページ 

 

 

建築基準法第42条第1項四号道路の指定等 

（予定道路） 

中南地域県民局地域整備部建築指導課 

（代表０１７２－３２－１１３１） 

 

建築基準法第42条第1項五号道路の指定等 

（位置指定道路） 

県のホームページ 

（中南地域県民局地域整備部建築指導

課で縦覧可能です） 

 

建築基準法第 42条第 2 項道路の指定等 県のホームページ 

中南地域県民局地域整備部建築指導課 

（代表０１７２－３２－１１３１） 

 

   

その他、建築基準法関係規程等 中南地域県民局地域整備部建築指導課 

（代表０１７２－３２－１１３１） 

 

   

建築基準法第 43条ただし書の許可、 

その他の認定及び許可等 

青森県県土整備部建築住宅課 

建築指導グループ 

（代表 017-722-1111内線 4358） 

 

   

 

建築確認申請に必要な申請書の数は、審査の迅速化を図るための青森県の取り扱いとして、正本 1通（県

審査用）、副本 1通（消防署用）、副本 1通（返却用）及び構造計算適合性判定を要する場合にあたっては

副本 2通と電子データーを提出していただきます。 

詳しい内容につきましては、中南地域県民局地域整備部建築指導課にお問い合わせください。 

 


